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兵 庫 医 科 大 学 学 則　 

第１章 目的及び内部質保証 

（目 的） 

第１条 本学は、建学の精神に則り、教育基本法及び学校教育法に基づき、医学、薬学並

びに保健医療福祉分野の教育及び研究を行い、優れた医療人及び教育・研究者を育成し、

もって人類の福祉に貢献し、医療の発展に寄与することを目的とする。 

（学部の目的） 

第２条 第６条で設置する学部の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 医学部は、豊かな人間性と高い倫理観を培い、医科学に関わる基本的な知識と技能

を修得することによって人間を幅広く理解し、多様な医学領域及び種々の専門領域に

おいて実践する能力を獲得し、幅広い視野に立って社会の福祉へ奉仕できる有能有為

の医師を養成する。 

２ 薬学部は、物質と生体に関する正しい知識と研究を通して得られる問題解決能力を

基盤としつつ、生命の尊厳を畏敬し、人々の健康と幸福を真に願う医療専門職者とし

ての明確な意識のもとに、多様な分野で薬学的立場から全人的医療を支えることので

きる薬剤師を養成する。 

３ 看護学部は、倫理観に富んだ人間愛を基盤とし、高度化・複雑化する医療現場に対

応できる確かな看護実践能力を育み、他職種と連携のもとに、人々が地域社会で自律

し最適な生活を営むことを支援できる看護専門職者を養成する。 

４ リハビリテーション学部は、全ての人に対して敬愛の念を持ち、理学療法学及び作

業療法学を中心とする幅広い学問を基盤として、リハビリテーションの理念と総合的

実践力をもって、人々の幸福と共生に奉仕する理学療法士及び作業療法士を養成する。 

（内部質保証） 

第３条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、第１条の目的を達成するため、本学に

おける教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する

ものとする。 

② 前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第４０条に規定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受け

た者による評価を受けることとし、その結果を公表するものとする。 

③ 第１項の点検及び評価の事項並びにその実施体制等については、別に定める。

（情報開示） 

第４条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図る

ことができる方法によって、積極的に情報を開示するものとする。 
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（教育の充実及び向上） 

第５条 本学は、教育の充実及び向上を図るための組織的な研修及び研究を実施するもの

とする。 

第２章  組 織 

（学部・学科） 

第６条 本学に医学部、薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部を置く。 

② 医学部に医学科、薬学部に医療薬学科、看護学部に看護学科、並びにリハビリテーシ

ョン学部に理学療法学科及び作業療法学科を置く。 

③ 本学学生の定員は、次のとおりとする。

（大学院） 

第７条 本学に、大学院を置く。 

② 大学院学則は、別に定める。

（附属施設） 

第８条 本学に、次の附属施設を置く。 

１ 兵庫医科大学病院 

２ 兵庫医科大学ささやま医療センター 

３ 兵庫医科大学ささやま老人保健施設 

４ 兵庫医科大学ささやま居宅サービスセンター 

５ 兵庫医科大学梅田健康医学クリニック 

６ 兵庫医科大学図書館 

７ 兵庫医科大学薬用植物園 

② 附属施設に関する規程は、別に定める。

（研究施設等） 

第９条 本学における医学・医療の教育及び研究の推進及び診療業務の向上に資するため

に、附属研究施設及び共同利用施設を置く。 

② 附属研究施設及び共同利用施設に関する規程は、別に定める。

学部学科名 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 １０８名 ６４８名 

薬学部 医療薬学科 １５０名 ９００名 

看護学部 看護学科 １００名 ４００名 

リハビリテーション

学部 

理学療法学科 ４０名 １６０名 

作業療法学科 ４０名 １６０名 

合 計 ４３８名 ２，２６８名 

－学則　－3－



第３章 教 職 員 組 織

（教職員） 

第１０条 本学に、学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、

技術職員及びその他の職員を置く。 

② 教職員に関する規程は、別に定める。

（学長） 

第１１条 学長は、本学を代表して校務をつかさどり、大学の全ての校務について、包括

的な責任者としての権限を有し、所属職員を統督する。 

② 学長の選考に関する規程は、別に定める。

（副学長） 

第１２条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

② 副学長の選考に関する規程は、別に定める。

（学部長） 

第１３条 学部長は、学部に関する全ての校務をつかさどり、学部の責任者としての権限

を有する。 

② 学部長の選考に関する規程は、別に定める。

（学科長） 

第１４条 本学に、学科長を置くことができる。 

② 学科長は、学科に関する校務をつかさどる。

③ 学科長の選考に関する規程は、別に定める。

第４章 教 授 会  等 

（学部教授会） 

第１５条 本学各学部に学部教授会を置く。 

② 学部教授会組織は、次のとおりとする。

１ 医学部は、学部長、専任の病院長（ささやま医療センター病院長含む）、及び専任の

教授をもって構成する。 

２ 薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部は、学部長、専任の教授、准教授及

び講師をもって構成する。 

３ いずれの学部教授会も、学部長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職員を出席
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させることができる。 

③ 学部教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見を述べる

ものとする。 

１ 学生の入学、進級、卒業及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程の編成に関する事項 

５ 教員の教育研究業績等の審査に関する事項 

６ 教員の人事に関する事項 

７ 教員の研究活動に関する事項 

８ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

④ 前項に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定める事項については別に定める。 

⑤ 学部教授会は、前２項に規定するもののほか、学長及び学部長（以下「学長等」とい

う。）がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、学長等の求めに応じ、

意見を述べることができる。 

１ 教育課程の編成以外の学生教育に関する事項  

２ 学生の厚生補導に関する事項  

３ 教育研究費予算に関する事項  

４ 大学の重要な施設の設置、並びに運営に関する事項  

⑥ 学部教授会に関する規程は、別に定める 

 

（大学運営会議） 

第１６条 本学に大学の重要事項について審議する機関として大学運営会議を置く。 

② 大学運営会議は、学長、副学長及び学部長をもって構成する。 

③ 大学運営会議に関する規程は、別に定める。 

 

第５章 修業年限及び在学年限 

 

（修業年限） 

第１７条 各学部の修業年限は、次のとおりとする。 

医学部医学科               ６年 

薬学部医療薬学科             ６年 

看護学部看護学科             ４年 

リハビリテーション学部 理学療法学科   ４年 

作業療法学科   ４年 

 

（在学年限） 

第１８条 学生の在学年限は、修業年限の２倍を超えることができない。ただし、第３６
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条、第３７条及び第３８条の規定により入学した学生は、第３９条により定められた修

業すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することができない。 

② 医学部の各学年次の在学年限は、第１・第２学年次、第３・第４学年次、第５・第６

学年次に区分し、各区分について４年を超えることはできない。 

③ 薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部の各学年次の在学年限は、原則として

２年を超えることができない。 

第６章 学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第１９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

（学 期） 

第２０条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第２１条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

１ 日曜日 

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

３ 春季休業日 

４ 夏季休業日 

５ 冬季休業日 

② 前項第３号から５号については、別に定める。

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。

④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

第７章 教 育 課 程 

（教育課程） 

第２２条 医学部医学科及び薬学部医療薬学科の教育課程は、第１学年次から第６学年次

に分けて編成し、看護学部看護学科並びにリハビリテーション学部理学療法学科及び作

業療法学科の教育課程は、第１学年次から第４学年次に分けて編成する。 

（授業科目及び単位数） 

第２３条 本学における授業科目及び単位数は、別に定める。 
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（授業の方法及び単位の算定基準） 

第２４条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

② 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所

で履修させることができる。 

③ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて４５時間の学

修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。 

１ 講義及び演習については、１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

２ 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間の授業をもって１単位とす

る。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第２５条 本学が教育上有益と認めるときは、他の大学、専門職大学又は短期大学との協

議に基づき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させ、本学において修得し

た単位として認めることができる。 

② 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。

（大学以外の教育施設等における学修） 

第２６条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専

攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修と

みなし、単位を与えることができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第２７条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前の大学、専門職大

学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）における既修得単位（科目等履修生

として修得した単位を含む。）について、本学において修得した単位として認めることが

できる。 

② 学生が本学に入学する前に行った前条に規定する学修による既修得単位については、

前項を準用する。 

③ 第２５条から本条第２項までの規定により、本学において修得した単位として認める

ことができる単位数は、合せて６０単位を超えないものとする。 

第８章 入学、休学、退学、復学及び除籍 

（入学の時期） 

第２８条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第２９条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
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１ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

２ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む） 

３ 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者 

４ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧

規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

７ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、１８歳に達した者 

（入学の出願） 

第３０条 本学への入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に入学検定料及び

別に定める書類を添えて、願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第３１条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続き及び入学許可） 

第３２条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、保

証人連署の身元保証書及び誓約書を提出するとともに、第４８条及び第４９条に定める

学費を納付しなければならない。 

② 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

③ 第１項に規定する保証人は、父母又は独立の生計を営む成年に達した者で、本学に対

して、当該学生に関する一切の責任を負うことのできる者でなければならない。 

④ 学長は、保証人が適当でないと認めたときは、変更させることができる。

（休 学） 

第３３条 疾病、その他やむを得ない事由により、３か月以上就学することができない者

は、事由を記した休学願を、保証人連署のうえで学長に提出し、その許可を得て休学す

ることができる。疾病の場合は、本学の承認した医療機関の診断書を添付しなければな

らない。 

② 疾病、その他の事由により、就学することが適当でないと認められる者については、

学長は休学を命ずることができる。 

③ 休学期間は、連続して２年又は通算して修業年限を超えることはできない。ただし、

特別の事由があるときは、さらに１年以上の休学を許可することがある。 

④ 休学期間は、在学期間に算入しない。
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（復 学） 

第３４条 休学している者、又は休学期間を終了した者が復学しようとするときは、その

事由が消滅したことを証する書類を付した復学願を、保証人連署のうえで学長に提出し、

その許可を受けなければならない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が

消滅したと認めた医師の診断書を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が

承認した医療機関又は医師の診断書を提出させることがある。 

（退 学） 

第３５条 疾病、その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実を証す

る書類を添え、事由を記した退学願を、保証人連署のうえで学長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

（再入学） 

第３６条 前条の規定により退学した者で、同一学部同一学科に再入学を願い出た者に対

しては、欠員のある場合に限り、選考のうえで相当の学年次に入学を許可することがあ

る。 

（転入学） 

第３７条 他の大学に在籍する者で、転入学を願い出た者に対しては、欠員のある場合に

限り、選考のうえで相当の学年次に入学を許可することがある。 

（編入学） 

第３８条 他の大学を卒業した者又は退学した者及び短期大学を卒業した者で、編入学を

願い出た者に対しては、欠員のある場合に限り、選考のうえで相当の学年次に入学を許

可することがある。 

（再入学者、転入学者及び編入学者の取扱い） 

第３９条 第３６条、第３７条及び第３８条の規定により入学を許可された者については、

次のとおり取扱うものとする。 

１ 既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いは、学部教授会の意見を聴き、

学長が定める。 

２ 修業すべき年数は、入学を許可された相当の学年次から、各学部の修業年次にいた

る間の年数とする。 

（転学部・転学科） 

第４０条 本学に在籍する者で、他の学部又は学科に転籍を願い出た者に対しては、欠員

のある場合に限り、選考のうえで、これを許可することがある。 
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（留 学） 

第４１条 外国の大学等に留学しようとする者は、学長に願い出て、その許可を受けなけ

ればならない。 

② 前項で許可された留学期間は、第１８条の規程により定められた在学年限に算入する

ことがある。 

（除籍及び復籍） 

第４２条 次の各号のいずれかに該当する者については、学部教授会の意見を聴き、学長

が除籍する。 

１ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

２ 第１８条に定める在学年限を超えた者 

３ 第３３条第３項に定める休学期間を超えた者 

４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

５ 疾病、その他の事由により成業の見込がないと認められる者 

② 前項第４号による除籍者から復籍の願い出があった場合、復籍を許可することがある。 

③ 除籍の手続きについては、別に定める。

④ 復籍の手続きについては、別に定める。

（二重学籍の禁止） 

第４３条 学生は、本学在籍中に他の大学又は短期大学の学生になることはできない。 

第９章 成 績 の 評 価 

（評価の方法） 

第４４条 授業科目の成績の評価は、試験又はその他の方法により行う。 

② 前項の試験及びその他の方法に関する規程は、別に定める。

（成績の評価） 

第４５条 授業科目の成績は、優、良、可及び不可の４種類で表記し、優、良、可を合格、

不可を不合格とする。 

第１０章 進 級 及 び 卒 業 

（進 級） 

第４６条 当該学年次の所定の課程を修了した者については、学部教授会の意見を聴き、

学長が進級を認定する。 

② 進級を認定されなかった者は、原学年次に留まる。

③ 進級に関する規程は、別に定める。
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（卒業及び学位） 

第４７条 本学各学部所定の修業年数(第３６条、第３７条及び第３８条の規定により入学

した者については、第３９条の規定により定められた修業年数)以上在学し、医学部にお

いては、所定の課程を修了し卒業試験に合格した者について、薬学部、看護学部及びリ

ハビリテーション学部においては、別表１に定める卒業要件を満たした者について、そ

れぞれ学部教授会の意見を聴き、学長が卒業を認定し、以下の学位を授与する。 

医学部    医学科   学士(医学)  

薬学部   医療薬学科   学士(薬学） 

看護学部    看護学科    学士(看護学） 

リハビリテーション学部 理学療法学科  学士(理学療法学） 

作業療法学科  学士(作業療法学） 

第１１章 入学検定料、入学金及び授業料等 

（入学検定料等） 

第４８条 入学検定料、入学金及び授業料等の額は、別表２に示すとおりとする。 

（授業料等） 

第４９条 授業料等とは、授業料、実験実習費、施設設備費及び教育充実費のことをいう。 

（授業料等の納付） 

第５０条 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。ただし、第３２条第１項に

該当するものを除く。 

前期分  ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 

第５１条 休学する者の授業料等は、次のとおりとする。 

１ 学期を通して休学する者の授業料等は、休学する学期分を免除する。ただし、第３

２条の規定により納付された授業料等は、いかなる理由があっても返還しない。 

２ 学期の途中で休学する者の授業料等は、休学する日の属する学期分は免除しない。 

３ 第１号の規定にかかわらず、医学部は初年度に休学する者の授業料等は免除しない。 

② 学期の途中で復学する者の授業料等は、復学する日の属する学期分を復学手続時に納

付しなければならない。 

③ 学期の途中で退学した者及び除籍された者の授業料等は、退学した日又は除籍された

日の属する学期分は免除しない。 

（休学期間中の在籍料） 
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第５２条 学期を通じて休学する者は、別表２に定める休学期間中の在籍料を納めなけれ

ばならない。 

② 学期の途中に休学する者の在籍料は、休学する日の属する学期分は徴収しない。

③ 第１項の規定にかかわらず、医学部は初年度に休学する者の在籍料は徴収しない。

④ 在籍料の納付期間は、第５０条に準ずる。

（既納の検定料、入学金、授業料等及び在籍料） 

第５３条 既納の検定料、入学金、授業料等及び在籍料は、いかなる理由があっても返還

しない。ただし、入学を許可された後、所定の期日までに入学辞退届を提出し、授業料

等の返還を申し出た場合は、入学手続き時に納めた授業料等のみを返還する。 

第１２章  聴講生、科目等履修生、受託生、研究生及び外国人留学生 

（聴講生） 

第５４条 本学の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者については、本学の

教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生として入学を許可することがある。 

（科目等履修生) 

第５５条 本学の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者については、本学の

教育に妨げのない限り、選考の上で、科目等履修生として入学を許可することがある。 

（受託生） 

第５６条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の委託の

願い出があるときは、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、受託生と

して入学を許可することがある。 

（研究生） 

第５７条 本学において特定の事項について研究を希望する者については、本学の教育及

び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生として入学を許可することがある。 

（外国人留学生） 

第５８条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願

する者については、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、外国人留学

生として入学を許可することがある。 

（聴講生、科目等履修生、受託生、研究生及び外国人留学生に関する規程） 

第５９条 聴講生、科目等履修生、受託生、研究生及び外国人留学生に関する規程は、別

に定める。 
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第１３章 学 生 行 動 規 範 

第６０条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

第１４章 賞 罰 

（表  彰） 

第６１条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、表彰す

る。 

② 表彰は、学部教授会の意見を聴き、学長が行う。

（懲 戒） 

第６２条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、懲戒に

関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を軽減し、あ

るいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

６ 研究倫理に反する行為 

７ 本学の教育・研究・診療活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、学部教授会の意見を聴き、学長が行う。

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。

第１５章 学 則 の 改 廃 

（学則の改廃） 

第６３条 この学則の改廃は、学長が発議し、学部教授会及び大学運営会議の意見を聴き、

理事会が行う。 

附 則 

この学則は､昭和４７年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､昭和４７年１０月１日から施行する｡ 
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附 則 

この改正は､昭和４８年１２月２１日から施行し､昭和４８年４月１２日から適用する｡ 

附  則 

この改正は､昭和４９年５月２７日から施行する｡ 

附 則 

① この改正は､昭和４９年７月２２日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和４９年度以前の入学者に係る入学金及び授業料について

は､なお従前の例による｡ 

附 則 

この改正は､昭和５０年５月２６日から施行し､昭和５０年４月１日から適用する｡ 

附 則 

① この改正は､昭和５４年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和５３年度以前の入学者に係る授業料については､なお従前

の例による｡ 

附 則 

① この改正は､昭和５５年４月１日から施行する｡ただし､検定料については､昭和５５年

１月１０日から適用する｡ 

② この改正の施行に際し､昭和５４年度以前の入学者に係る休学通算期間については､な

お従前の例による｡ 

附 則 

① この改正は､昭和５６年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和５５年度以前の入学者に係る授業料については､なお従前

の例による｡ 

附 則 

① この改正は､昭和５８年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和５７年度以前の入学者に係る授業料､実験実習費及び施設

設備費は､なお従前の例による｡ 

附 則 

① この改正は､昭和５９年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和５９年度第２学年にある者は､なお従前の例による｡
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附 則 

① この改正は､昭和６０年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和６０年度第２学年にある者は､なお従前の例による｡

附 則

この改正は､昭和６１年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､昭和６２年５月２５日から施行し､昭和６２年４月１日から適用する｡ 

附 則 

① この改正は､平成元年１１月２０日から施行し､平成元年４月１日から適用する｡

② この改正の施行に際し､昭和５７年度以前の入学者に係る授業料及び実験実習費は､従

前の例による｡ただし､施設設備費又は大学維持費については､従前の額に消費税を加算し

た額とする｡ 

附 則 

① この改正は､平成２年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､昭和５７年度以前の入学者に係る授業料及び実験実習費並び

に施設設備費又は大学維持費の納付額及び納付期間は､次のとおりとする｡ 

区分 前   期 後   期 

納付額 

授業料及び実験実習費並びに施設

設備費又は大学維持費の年額の２

分の１の額 

授業料及び実験実習費並びに施設

設備費又は大学維持費の年額の２

分の１の額 

納付期間 ４月１日から４月１５日まで １０月１日から１０月１５日まで 

附 則 

この改正は､平成３年４月１日から施行する｡ 

附 則 

① この改正は､平成３年１０月１日から施行し､第３８条(卒業)の改正規定については平

成３年７月１日から適用する｡ 

② この改正の施行に際し､平成元年４月１日から適用した昭和５７年度以前の入学者に

係る施設設備費又は大学維持費については､適用前の額に変更する｡ 

附 則 

この改正は､平成４年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成５年７月１日から施行する｡ 
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附 則 

この改正は､平成８年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成９年１月１日から施行する｡ただし､第５条及び第１３条の改正規定は､平

成９年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成９年１０月１日から施行する｡ 

附 則 

① この改正は､平成１１年４月１日から施行する｡

② この改正の施行に際し､平成１０年度以前の入学者に係る授業料等については､なお従

前の例による｡ 

附 則 

この改正は､平成１１年６月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１１年９月１５日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１２年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１３年４月１日から施行する｡ただし､第２４条の改正規定については､平

成１３年１月６日から適用する｡ 

附 則 

この改正は､平成１４年１月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１４年４月１日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１５年１２月１日から施行する｡ 

附 則 
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この改正は､平成１６年１２月１日から施行する｡ただし､第４１条及び第４２条について

は､平成１６年１１月１日から適用する｡ 

附 則 

① この改正は､平成１７年４月１日から施行する｡

② 第４３条の改正は､平成１８年４月１日から施行する｡

ただし､平成１７年度以前の入学者に係る授業料等については､なお従前の例による｡ 

附 則 

この改正は､平成１７年７月２５日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１７年９月２６日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１７年１１月２８日から施行する｡ 

附 則 

この改正は､平成１８年３月２７日から施行する｡ 

附 則 

この改正は、平成１８年１１月２７日から施行する。なお、第１０条及び別表１の外科学

については、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表１の地域医療学（寄附講座）

については、平成１９年３月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成１９年５月２８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、別表１の地域総合医療学、腸管
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病態解析学（寄附講座）については、平成２０年１０月７日から適用する。なお、第４条

に定める入学定員及び総定員は、平成３５年までの間、緊急医師確保対策に伴う９年間の

期限付き入学定員２名を含め以下のとおりとする。 

年  度 入学定員 総定員 年  度 入学定員 総定員 

２１年度 １１０人 ６１０人 ２２年度 １１０人 ６２０人 

２３年度 １１０人 ６３０人 ２４年度 １１０人 ６４０人 

２５年度 １１０人 ６５０人 ２６年度 １１０人 ６６０人 

２７年度 １１０人 ６６０人 ２８年度 １１０人 ６６０人 

２９年度 １１０人 ６６０人 ３０年度 １０８人 ６５８人 

３１年度 １０８人 ６５６人 ３２年度 １０８人 ６５４人 

３３年度 １０８人 ６５２人 ３４年度 １０８人 ６５０人 

３５年度 １０８人 ６４８人 

附 則 

この改正は、平成２１年８月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

① この改正は、平成２３年７月２６日から施行する。

② この改正の施行に際し、平成２３年度以前の入学者に係る授業料については、なお従

前の例による。 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、改正後の第４４条、第４５条及

び第４６条の規定については、平成２４年度入学者から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２４年５月２２日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２５年５月３０日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成２５年１２月１日から施行する。ただし、別表１の心臓血管外科学と呼

吸器外科学の削除については、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。なお、第４条に定める入学定員及び総定

員は、平成３７年までの間、研究医養成のための入学定員増の措置に伴う６年間の期限付

き入学定員２名を含め以下のとおりとする。 

年 度 入学定員 総定員 年 度 入学定員 総定員 

２１年度 １１０人 ６１０人 ２２年度 １１０人 ６２０人 

２３年度 １１０人 ６３０人 ２４年度 １１０人 ６４０人 

２５年度 １１０人 ６５０人 ２６年度 １１２人 ６６２人 

２７年度 １１２人 ６６４人 ２８年度 １１２人 ６６６人 

２９年度 １１２人 ６６８人 ３０年度 １１０人 ６６８人 

３１年度 １１０人 ６６８人 ３２年度 １０８人 ６６４人 

３３年度 １０８人 ６６０人 ３４年度 １０８人 ６５６人 

３５年度 １０８人 ６５２人 ３６年度 １０８人 ６５０人 

３７年度 １０８人 ６４８人 

附 則 

この改正は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表２については、平成２７年

４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。（第３条関係、別表１関係） 

附 則 

この改正は、平成２８年５月２６日から施行する。ただし、別表２は、平成２８年４月１

日から適用する。 
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  附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表１の集学的腫瘍外科学（寄

附講座）の削除については、平成３０年５月１日から適用する。なお、第４条の規定にか

かわらず平成２１年度から平成３６年度までの間における医学部入学定員及び総定員は、

以下のとおりとする。 

年 度 入学定員 総定員 年 度 入学定員 総定員 

２１年度 １１０人 ６１０人 ２２年度 １１０人 ６２０人 

２３年度 １１０人 ６３０人 ２４年度 １１０人 ６４０人 

２５年度 １１０人 ６５０人 ２６年度 １１２人 ６６２人 

２７年度 １１２人 ６６４人 ２８年度 １１２人 ６６６人 

２９年度 １１２人 ６６８人 ３０年度 １１２人 ６７０人 

３１年度 １１２人 ６７２人 ３２年度 １０８人 ６６８人 

３３年度 １０８人 ６６４人 ３４年度 １０８人 ６６０人 

３５年度 １０８人 ６５６人 ３６年度 １０８人 ６５２人 

３７年度 １０８人 ６４８人 

附 則 

この改正は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、２０２０年４月１日から施行する。ただし、別表１の国際観光医療学（寄附

講座）については、２０１９年１２月１日から適用する。なお、第４条の規定にかかわら

ず２０２０年度から２０２６年度までの間における医学部入学定員及び総定員は、以下の

とおりとする。 

年度 入学定員 総定員 年 度 入学定員 総定員 

２０２０年度 １１２人 ６７２人 ２０２１年度 １１２人 ６７２人 

２０２２年度 １０８人 ６６８人 ２０２３年度 １０８人 ６６４人 

２０２４年度 １０８人 ６６０人 ２０２５年度 １０８人 ６５６人 

２０２６年度 １０８人 ６５２人 

附 則 

この改正は、２０２０年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、２０２１年４月１日から施行する。 

附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。

②第６条の規定にかかわらず、２０２２年度から２０２６年度までの間における医学部の

入学定員及び収容定員は、以下のとおりとする。 

年度 入学定員 収容定員 年 度 入学定員 収容定員 

２０２２年度 １０８人 ６６８人 ２０２３年度 １０８人 ６６４人 

２０２４年度 １０８人 ６６０人 ２０２５年度 １０８人 ６５６人 

２０２６年度 １０８人 ６５２人 

③２０２２年度に兵庫医療大学から、本学の薬学部、看護学部及びリハビリテーション学

部に転入学した学生については、第７章教育課程、第１０章進級及び卒業、第１１章入学

検定料、入学金及び授業料等を別に定め適用する。 

附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。

②第６条の規定にかかわらず、２０２２年度から２０２７年度までの間における医学部の

入学定員及び収容定員は、以下のとおりとする。 

年度 入学定員 収容定員 年 度 入学定員 収容定員 

２０２２年度 １１２人 ６７２人 ２０２３年度 １０８人 ６６８人 

２０２４年度 １０８人 ６６４人 ２０２５年度 １０８人 ６６０人 

２０２６年度 １０８人 ６５６人 ２０２７年度 １０８人 ６５２人 

③２０２２年度に兵庫医療大学から、本学の薬学部、看護学部及びリハビリテーション学

部に転入学した学生については、第７章教育課程、第１０章進級及び卒業、第１１章入学

検定料、入学金及び授業料等を別に定め適用する。 

附 則 

①この改正は、２０２３年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項の改正規定につ

いては、２０２２年１０月１日から適用する。 

②第６条の規定にかかわらず、２０２３年度から２０２８年度までの間における医学部の

入学定員及び収容定員は、以下のとおりとする。 

年度 入学定員 収容定員 年 度 入学定員 収容定員 

２０２３年度 １１２人 ６７２人 ２０２４年度 １０８人 ６６８人 

２０２５年度 １０８人 ６６４人 ２０２６年度 １０８人 ６６０人 

２０２７年度 １０８人 ６５６人 ２０２８年度 １０８人 ６５２人 
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附 則 

この改正は、２０２３年４月１日から施行する。なお、従前記載の別表１（授業科目及

び単位数）を削除する。また、別表２及び別表３を別表１及び別表２に変更する。 

附 則 

①この改正は、２０２４年４月１日から施行する。

②第６条の規定にかかわらず、２０２４年度から２０２９年度までの間における医学部の

入学定員及び収容定員は、以下のとおりとする。 

年度 入学定員 収容定員 年 度 入学定員 収容定員 

２０２４年度 １１２人 ６７２人 ２０２５年度 １０８人 ６６８人 

２０２６年度 １０８人 ６６４人 ２０２７年度 １０８人 ６６０人 

２０２８年度 １０８人 ６５６人 ２０２９年度 １０８人 ６５２人 

附 則 

この改正は、２０２４年４月１日から施行する。（別表２関係） 

別表１ 

学部 学科 基礎分野 専門基礎分野 専門分野 卒業要件 

薬
学
部

医療薬学科 必修２３単位 

選択 ６単位以上 

（うち選択必修２単位を含む。） 

必修１４単位 必修１４７.５単位 

選択 ５単位以上 

１９５.５単位 

看
護
学
部

看護学科 必修１６単位 

選択 ８単位以上 

必修２７単位 

選択４単位以上 

必修７３単位 

選択 ５単位以上 

１３３単位 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部

理学療法学科 必修２２単位、 

選択８単位以上 

（うち選択必修２単位を含む。） 

必修３５単位、 

選択１単位以上 

必修６７単位 １３３単位 

作業療法学科 必修２１単位、 

選択８単位以上 

（うち選択必修２単位を含む。） 

必修３５単位、 

選択１単位以上 

必修６６単位 １３１単位 
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別表２ 

区分 

医学部 薬学部 看護学部 リハビリテーション学部 

医学科 医療薬学科 看護学科 理学療法学科 作業療法学科 

入学検定料 

（大学入学共通テ

スト利用入学試験） 

６０,０００円 ３５,０００円 

（１５,０００円） 

３５,０００円 

（１５,０００円） 

３５,０００円 

（１５,０００円） 

３５,０００円 

（１５,０００円） 

入学金 ２,０００,０００円 ２００,０００円 ２００,０００円 ２００,０００円 ２００,０００円 

授業料等 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

授業料 

１ ,１０

０ ,００

０円 

１,１００,

０００円 

７５０ ,

０００円 

７５０ ,

０００円 

６５０ ,

０００円 

６５０ ,

０００円 

６００ ,

０００円 

６００ ,

０００円 

６００ ,

０００円 

６００ ,

０００円 

実験実習費 

５００ ,

０００円 

５００ ,０

００円 

施設設備費 

６５０ ,

０００円 

６５０ ,０

００円 

２００ ,

０００円 

２００ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

１７５ ,

０００円 

教育充実費 

（初年度） 

１ ,００

０ ,００

０円 

１,０００,

０００円 

教育充実費 

（次年度以降） 

６００ ,

０００円 

６００ ,０

００円 

（医学部 在籍料） 

１年間休学する場合：１,５００,０００円 

 半年間休学する場合：７５０,０００円（学期を通じて休学を許可された学生のみ対象） 

（薬学部、看護学部、リハビリテーション学部 在籍料） 

１年間休学する場合：１２０,０００円 

半年間休学する場合：６０,０００円（学期を通じて休学を許可された学生のみ対象） 

（その他の授業料等） 

２０２２年度以降の入学生対象 

（薬学部） 

薬学共用試験対策費として第４学年次に５０,０００円 

国家試験対策費として第５、６学年次に５０,０００円 

（看護学部、リハビリテーション学部） 

実習費として第３学年次に５０,０００円 

国家試験対策費として第４学年次に５０,０００円 

２０２１年度以降の入学生対象 

（看護学部） 

保健師科目選択者は第４学年次に１００,０００円 

助産師科目選択者は第４学年次に３００,０００円 
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兵庫医科大学大学院学則（案） 

第１章 総 則 

（設置） 

第１条 本学に、兵庫医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用について

学修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並びに高度な

専門知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研究実践能力とそ

の基盤となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果を社会に還元するこ

とで医学・医療の発展に寄与する。 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 医学研究科は、医学に関する高度な専門知識・技術を修得し、高い医療・研究倫理

を培い、独創性豊かな研究を立案・遂行できる高度な研究能力を育成する。研究成果

を世界に発信するとともに、広く社会に還元し、医学・医療の進歩に貢献できる人材

を育成する。 

２ 薬学研究科は、医療薬学専攻を設け、薬学研究を志す者に、薬学に関する高度な専

門知識と研究手法を修得させ、高い課題発見・問題解決能力と研究倫理を培い、独創

性豊かな研究を立案・遂行できる力を育成する。これにより、研究成果を世界に発信

するとともに、地域社会に還元し、薬学の進歩と医療の発展に貢献できる薬剤師や薬

学研究者を育成する。 

３ 看護学研究科は、看護学専攻を設け、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力と

看護ケアを創生・発信できる能力を育成する。看護学を中心とした学際的な知識と高

度看護実践能力に立脚し、看護学と医療の進歩・発展に貢献できる看護実践者・研究

者・教育者を育成する。 

４ リハビリテーション科学研究科は、リハビリテーション科学専攻を設け、リハビリ

テーション領域における最新の知見や技術を取り入れた医療が提供できる高度専門職

者の育成並びに、様々なデータ解析からエビデンスを創出して新しい医療を提案でき

る研究者・教育者を育成する。 

（内部質保証） 

第４条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い公表する。 

② 内部質保証に関し必要な事項及び実施体制等は、別に定める。
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（研究科） 

第５条 本学大学院に次の研究科を置く。 

１ 医学研究科 

２ 薬学研究科 

３ 看護学研究科 

４ リハビリテーション科学研究科 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定員は、次のとおりと

する。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 
博士前期課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

リハビリテーシ

ョン科学研究科 

リハビリテーシ

ョン科学専攻 

修士課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

（課程の目的） 

第７条 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野に

おける研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的

とする。 

② 博士課程及び博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を

行い、又は、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超えて

はならない。 

② 博士後期課程の標準修業年限は３年とし、在学年限は６年を超えてはならない。

③ 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えてはならない。

④ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出た時は、医学

研究科を除き、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができ

る。（以下「長期履修」という。） 

⑤ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。
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第２章 組 織 運 営 

（教員組織） 

第９条 研究科における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい

う。）は、研究科ごとに大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）に定める資格を

有する教員（以下「大学院担当教員」という。）が担当するものとする。 

② 大学院担当教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。

③ 医学研究科の各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位申請に

おける責任を担う者を置き、第１項に定める「大学院担当教員」のうち医学研究科の教

授（以下「指導教授」という。）がこれに充たる。ただし、第１項に定める医学研究科の

教員のうち教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授の任を委嘱すること

ができる。 

（研究科長） 

第１０条 各研究科に研究科長を置き、基礎となる学部の学部長をもって充てる。 

② 研究科長は、各研究科の学事を統括する。

（研究科教授会等） 

第１１条 各研究科に研究科教授会を置く。 

② 研究科教授会組織は以下のとおりとする。

１ 医学研究科の研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の研究科教授会は、

研究科長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講

師をもって構成する。 

３ いずれの研究科教授会も、研究科長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職員を

出席させることができる。 

③ 研究科教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見を述べ

るものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程に関する事項 

５ 教員の人事に関する事項 

６ 研究に関する事項 

７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

８ 学位論文に関する事項 

９ 研究科の運営に関する重要な事項 

１０その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定める事項 

④ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）がつかさど

る教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べることがで
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きる。 

⑤ 研究科教授会に関する規程は、別に定める。

第１１条の２ 本学に本学大学院の重要事項について審議する機関として大学運営会議を

置く。 

② 大学運営会議に関する規程は、別に定める。

第３章 教 育 方 法 等 

（教育方法） 

第１２条 本学大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並びに研

究指導等によって行う。 

② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の場所で

履修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

（授業科目及び単位数等） 

第１３条 研究科の専攻別授業科目及び単位数は、別に定める。 

（履修科目の選定及び届出） 

第１４条 履修する授業科目の選定は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は研究指

導教員の承認を受けた後、学長に届出るものとする。 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１５条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これを所定の単位

に充当することができる。 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１５単位を超え

ない範囲でこれを所定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受けるこ

とを認めることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生にあっては、研究指

導を受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 薬学研究科、看護学研究科、リハビリテーション科学研究科において、教育上

有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前の大学院における既修得単位（科

目等履修生等として修得した単位を含む。）について、本学大学院において修得した単位
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として認めることができる。 

② 前項により、本学大学院において修得した単位として認めることができる単位数は、

他大学の大学院等における履修認定単位数とあわせて１５単位を超えないものとする。 

第４章 試験、課程の修了要件及び学位 

（試験） 

第１８条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の期間内

に試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポート等により、

科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。

（追試験） 

第１９条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられなかっ

た者に対しては、追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第２０条 科目試験の成績評価は、別に定める。 

（単位の認定） 

第２１条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

（修了要件） 

第２２条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程に２年（２年以外の標準

修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）

以上在学し、各研究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、当該研究科が行う学位論文審査又は特定の課題についての研究成果の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者に

ついては、修士課程又は博士前期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、各研究科において定める

所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科が行う学位論文審査

及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、博士後期課程に２年以上在学すれば足りるものとする。 

③ 博士課程の修了の要件は、当該課程に４年以上在学し、各研究科において定める所定

単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科が行う学位論文審査及び

最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、博士課程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

（学位論文及び最終試験） 

第２３条 学位論文及び最終試験に関する事項は、別に定める。 
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（学位論文の審査等） 

第２４条 学位論文及び最終試験は、研究科教授会の意見を聴き、学長が合否を決定する。 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 
博士前期課程 修士（看護学） 

博士後期課程 博士（看護学） 

リハビリテーション 

科学研究科 

リハビリテーション 

科学専攻 

修士課程 修士（医療科学） 

博士後期課程 
博士（リハビリテ

ーション科学） 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、兵庫医科大

学学位規程（以下「学位規程」という。）に定めるところにより、学位論文を提出し、そ

の審査及び試験に合格した者には、博士（医学）の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、学位規程に定める。

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第２６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

（学期） 

第２７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前 期  ４月１日から９月３０日まで 

後 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第２８条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

１ 日   曜   日  

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

３ 春 季 休 業 日  

４ 夏 季 休 業 日  

５ 冬 季 休 業 日  

② 前項第３号から５号については、別に定める。

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。
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④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

第６章 入学、休学、退学等 

（入学の時期） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程又は薬学研究科博士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業

した者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又

は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号に定める者と同等

以上の学力があると認めた者で、２４歳に達した者 

② 看護学研究科博士前期課程又はリハビリテーション科学研究科修士課程に入学するこ

とができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、看護学研究科博士

前期課程においては、看護師免許を取得している者とする。 

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力

があると認めた者で、２２歳に達した者 

③ 看護学研究科博士後期課程又はリハビリテーション科学研究科博士後期課程に入学す

ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

２ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

３ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者 

４ 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大

臣指定外国大学（大学院相当）日本校）を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当

する学位を授与された者 
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５ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を 授与された者 

６ 文部科学大臣の指定した者 

７ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力

があると認めた者で、２４歳に達した者 

（入学者の選考） 

第３１条 入学者は、研究科教授会で選考の上、学長が合格者を決定する。 

② 選考方法は、各研究科の定めるところによる。

（入学手続き） 

第３２条 前条の選考に合格した者は、指定する期日までに、入学金、授業料等を納入す

るとともに、本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了しなければならない。 

（入学許可） 

第３３条 学長は、前条の手続きを完了した者につき、入学を許可する。 

（休学及び復学） 

第３４条 疾病その他のやむを得ない事由により、３ヶ月を超えて出席することができな

いときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休学すること

ができる。ただし、疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。 

② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は休学を

させることができる。 

③ 休学期間は、医学研究科はその年度末までの１年以内とする。ただし、特別の理由が

ある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができるが、通算して２年を超

えることはできない。その他の研究科は、連続して２年又は通算して修業年限を超える

ことはできない。ただし、特別の理由がある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認

めることができる。 

④ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。

⑤ 休学している者又は休学期間を終了した者が、復学しようとするときは、その事由が

消滅したことを証する書類を付した復学願を学長に提出し、その許可を受けなければな

らない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が消滅したと認めた医師の診

断書を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が承認した医療機関又は医師

の診断書を提出させることがある。 

（退学） 

第３５条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実を証す

る書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければならない。 
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（転学、転入学） 

第３６条 本学大学院から他の大学の大学院へ転学しようとする者は、所定の手続により、

学長に願い出て許可を受けなければならない。 

② 学長は、他の大学の大学院から本学大学院へ転入学を願い出た者があるときは、欠員

がある場合に限り、許可することがある。 

③ 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の取扱いは、研究科

教授会の意見を聴き、学長が定める。 

（転科） 

第３７条 学長は、本学大学院に在籍する者で、本学の他の研究科に転科を願い出た者が

あるときは、欠員がある場合に限り、許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の取扱いは、研究科

教授会の意見を聴き、学長が定める。 

③ その他研究科の転科に関する事項は別に定める。

（再入学） 

第３８条 学長は、第３５条の規定により退学した者で、再入学を願い出た者があるとき

は、欠員のある場合又は教育に妨げのない場合に限り、相当の学年に入学を許可するこ

とがある。 

② 既に履修した授業科目、修得した単位及び在学期間の取扱いは、研究科教授会の意見

を聴き、学長が定める。 

（外国留学） 

第３９条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、その許

可を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２２条に定める課程修了の要件としての在学期

間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１６条第１項の規定を準用する。

（専攻の変更） 

第４０条 学長は、専攻の変更を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、研究科教

授会の意見を聴き、学長が行う。 

（除籍） 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の意見を聴き、学

長が除籍する。 

１ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

２ 第８条の在学年限を超えた者 
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３ 第３４条第３項の休学期間を超えた者 

４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

５ 疾病、その他の事由により成業の見込みがないと認められる者 

６ 他の大学院、大学、短期大学、又は高等専門学校に在籍していることが明らかにな

った者 

② 除籍の手続きについては、別に定める。

第７章 学生行動規範 

第４２条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

第８章 賞 罰 

（表彰） 

第４３条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、表彰す

る。 

② 表彰は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。

（懲戒） 

第４４条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、懲戒に

関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を軽減し、あ

るいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

６ 研究倫理に反する行為 

７ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。

第９章 学 費 等 

（入学検定料及び授業料等） 

第４５条 入学検定料及び授業料等については、別表１に示すとおりとする。 

② 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。

１ 医学研究科 

一年分 ４月１日から４月１５日まで 

２ 薬学研究科、看護学研究科、リハビリテーション科学研究科 
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前期分 ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 

第４６条 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期分の学

費は、返還しない。退学又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた場合も同様

とする。 

第１０章    大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生等 

（大学院聴講生） 

第４７条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者については、

医学研究科を除き、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生として入学を

許可することがある。 

（大学院研究生） 

第４８条 本学大学院において特定の事項について研究を希望する者については、医学研

究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生として入学

を許可することがある。 

（大学院科目等履修生） 

第４９条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者については、

本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

（大学院受託生） 

第５０条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の委託の

願い出があるときは、医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考

のうえで、受託生として入学を許可することがある。 

（特別研究学生） 

第５１条 他大学の大学院学生で、本学において研究指導を受けようとする者があるとき

は、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることがある。 

（その他） 

第５２条 大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院受託生及び特別研

究学生に関する規程は、別に定める。 
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第１１章 外国人特別学生 

（外国人特別学生） 

第５３条 外国人で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学生とし

て選考の上入学を許可することがある。 

② 外国人特別学生には、この学則を準用する。

第１２章 学則の改廃 

（改廃） 

第５４条 大学院学則の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を

聴き、理事会が行う。 

附 則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和６２年５月２５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この改正は、平成元年１１月２０日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２年４月１日から施行し、平成２年２月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３年１２月２４日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 
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附 則 

この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年１月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１４年１１月２６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１５年５月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年１２月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成１７年５月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年１１月２８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１８年４月１日に

おいて現に兵庫医科大学の大学院生である者（第１学年次に在籍する者は除く）

及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻について

は、この学則改正後の規程にかかわらず、なお、従前の規程による。 

附 則 

この改正は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１７年度以前に入

学した者及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻

については、この学則改正後の規程にかかわらず、第４０条を除き、従前の規程

による。 

附 則 

この改正は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年７月２８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成２３年９月２７日から施行する。ただし、入学資格の改正については、

平成２３年７月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、２０２０年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、２０２０年１１月２６日から施行し、第１４条第３項の規定ならびに別表

の改正については、２０２０年４月１日から適用する。 

  附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。

②２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、看護学研究科及び医療科

学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費は、兵庫医療大学

大学院入学時の金額を適用する。

附 則 

この改正は、２０２２年１０月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、２０２３年４月１日から施行する。なお、従前記載の別表１（専攻別授業
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科目及び単位数）を削除する。また、別表２を別表１に変更する。 

附 則 

①この改正は、２０２４年４月１日から施行する。

②医療科学研究科 医療科学専攻は、２０２４年４月１日よりリハビリテーション科学

研究科 リハビリテーション科学専攻に名称を変更する。

附 則 

この改正は、２０２５年４月１日から施行する。 
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別表１ 

単位（円） 

研究科名 課程 
入学 
検定料 

入学金 
授業料 
（年額） 

教育 
充実費 
（年額） 

学費 
（年額） 

医学研究科 博士課程 30,000 100,000 150,000 100,000 250,000 

薬学研究科 博士課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

看護学研究科 

博士前期課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後期課程 30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

リハビリテー

ション科学 

研究科 

修士課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後期課程 30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

※学費：授業料と教育充実費の合計 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 
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変更事項を記載した書類 

１．変更の事由  

・博士後期課程（看護学研究科、リハビリテーション科学研究科）設置に伴う学則の変更 

・博士後期課程（看護学研究科）設置に伴い、基礎となる修士課程を博士前期課程に改編する

ことによる学則の変更 

２．変更点  

・看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の「研究科の目的」を変更 

・「専攻、課程及び定員等」に博士後期課程の「課程」「入学定員」「収容定員」を追加 

・「修業年限及び在学年限」に博士後期課程の「修業年限」及び「在学年限」を追加 

・「修了要件」に博士後期課程の「修了要件」を追加 

・「学位の授与」に博士後期課程の「課程」「学位」を追加 

・「入学資格」に博士後期課程の「入学資格」を追加 

・「入学検定料及び授業料等」の「別表 1」に博士後期課程の「入学検定料」及び「授業料

等」を追加 

・上記の他、課程の新設・変更による各条項における文言の修正 
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兵庫医科大学大学院学則 変更部分の新旧対照表 

改 正 後 現 行 

兵庫医科大学大学院学則（案） 

第１条、第２条 （省略） 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１号、２号（省略） 

３ 看護学研究科は、看護学専攻を設け、先駆的・創造的に高度看護

実践できる能力と看護ケアを創生・発信できる能力を育成する。看

護学を中心とした学際的な知識と高度看護実践能力に立脚し、看

護学と医療の進歩・発展に貢献できる看護実践者・研究者・教育者

を育成する。 

４ リハビリテーション科学研究科は、リハビリテーション科学専

攻を設け、リハビリテーション領域における最新の知見や技術を

取り入れた医療が提供できる高度専門職者の育成並びに、様々な

データ解析からエビデンスを創出して新しい医療を提案できる研

究者・教育者を育成する。 

兵庫医科大学大学院学則 

第１条、第２条 （省略） 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１号、２号（省略） 

３ 看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度

実践領域の２領域を設け、それぞれの看護実践の科学的根拠とな

る基礎理論及びその応用について体系的に学修する。人間性豊か

な看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に立脚し、先駆

的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に

解明する教育・研究能力を育成する。 

４ リハビリテーション科学研究科は、リハビリテーション科学領

域として、病態運動学分野及び人間活動科学分野の２分野を設け、

それぞれの分野において必要となる理論並びに技術を教授するこ

とで、社会に有益な人材を輩出しようとするものである。各分野内

には研究を主とするコースと、高度実践専門職者の育成を目指す

コースをおき、教育研究活動を推進する人材及びより高度な臨床

実践能力をもつ人材を育成する。 
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第４条、第５条（省略） 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定

員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 

博士前期課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

リハビリテー

ション科学研

究科 

リハビリテー

ション科学専

攻 

修士課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

（課程の目的） 

第７条 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学

識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

② 博士課程及び博士後期課程は、専攻分野について、研究者として

自立して研究活動を行い、又は、その他の高度に専門的な業務に従

事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を

第４条、第５条（省略） 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定

員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 ８名 １６名 

リハビリテー

ション科学研

究科 

リハビリテー

ション科学専

攻 

修士課程 ８名 １６名 

（課程の目的） 

第 7 条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分

野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度

の能力を養うことを目的とする。 

② 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動

を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度

の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とす
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養うことを目的とする。 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は２年とし、在

学年限は４年を超えてはならない。 

② 博士後期課程の標準修業年限は３年とし、在学年限は６年を超

えてはならない。 

③ 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えて

はならない。 

④ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了す

ることを希望する旨を申し出た時は、医学研究科を除き、各研究科

の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。

（以下「長期履修」という。） 

⑤ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。

第９条～第１５条 (省略) 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育

上必要と認めたときは、研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学

院等の授業科目を履修させ、１５単位を超えない範囲でこれを所

定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において

る。 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超

えてはならない。 

② 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えて

はならない。 

③ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了す

ることを希望する旨を申し出た時は、医学研究科を除き、各研究科

の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。

（以下「長期履修」という。） 

④ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。

第９条～第１５条 (省略) 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育

上必要と認めたときは、研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学

院等の授業科目を履修させ、１５単位を超えない範囲でこれを所

定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において
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研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程

及び博士前期課程の学生にあっては、研究指導を受けさせる期間

は、１年を超えないものとする。 

第１７条～第２１条 (省略) 

（修了要件） 

第２２条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程

に２年（２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の

履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、各研

究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けたうえ、当該研究科が行う学位論文審査又は特定の課題につ

いての研究成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただ

し、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、修

士課程又は博士前期課程に１年以上在学すれば足りるものとす

る。 

② 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、各

研究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けたうえ、当該研究科が行う学位論文審査及び最終試験に合

格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業

績を上げた者については、博士後期課程に２年以上在学すれば足

りるものとする。 

③ 博士課程の修了の要件は、当該課程に４年以上在学し、各研究

研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の

学生にあっては、研究指導を受けさせる期間は、１年を超えないも

のとする。 

第１７条～第２１条 (省略) 

（修了要件） 

第２２条 修士課程の修了の要件は、本学大学院に２年（２年以外の

標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあ

っては、当該標準修業年限）以上在学し、各研究科において定める

所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修士

課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題に

ついての研究成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、

在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本学大学

院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 博士課程の修了の要件は、本学大学院に４年以上在学し、研究科
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科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けたうえ、当該研究科が行う学位論文審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、博士課程に３年以上在学すれば足りるもの

とする。 

第２３条、第２４条（省略） 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、

次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 
博士前期課程 修士（看護学） 

博士後期課程 博士（看護学） 

リハビリテー

ション科学研

究科 

リハビリテー

ション科学専

攻 

修士課程 修士（医療科学） 

博士後期課程 
博士（リハビリテーショ

ン科学） 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しな

い者で、兵庫医科大学学位規程（以下「学位規程」という。）に定

めるところにより、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格し

た者には、博士（医学）の学位を授与する。 

において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

うえ、当該大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格する

こととする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、本学大学院に３年以上在学すれば足りるものと

する。 

第２３条、第２４条（省略） 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、

次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 

リハビリテー

ション科学研

究科 

リハビリテー

ション科学専

攻 

修士課程 修士（医療科学） 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しな

い者で、学位規程に定めるところにより、学位論文を提出し、その

審査及び試験に合格した者には、博士（医学）の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、兵庫医科大学大学院学位規
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③ その他学位に関する必要な事項は、学位規程に定める。

第２６条～第２９条（省略） 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程又は薬学研究科博士課程に入学する

ことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を

履修する課程を卒業した者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医

学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号

に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達し

た者 

② 看護学研究科博士前期課程又はリハビリテーション科学研究科

修士課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。ただし、看護学研究科博士前期課程において

は、看護師免許を取得している者とする。 

程（以下「学位規程」という。）に定める。 

第２６条～第２９条（省略） 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程及び薬学研究科博士課程に入学する

ことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を

履修する課程を卒業した者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医

学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号

に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達し

たもの 

② 看護学研究科修士課程及びリハビリテーション科学研究科修士

課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。ただし、看護学研究科修士課程においては、看護師免

許を取得している者とする。 
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１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者

と同等以上の学力があると認めた者で、２２歳に達した者 

③ 看護学研究科博士後期課程又はリハビリテーション科学研究科

博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

１ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

２ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者 

３ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校

の課程（文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校）を修

了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

５ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を 

授与された者 

６ 文部科学大臣の指定した者 

７ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者

と同等以上の学力があると認めた者で、２２歳に達したもの 
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と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達した者 

第３１条～第５４条（省略） 

附 則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

（省略） 

附 則 

この改正は、２０２５年４月１日から施行する。 

第３１条～第５４条（省略） 

附 則 

 この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

（省略） 
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別表１ 単位（円） 

研究科名 課程 
入学 

検定料 
入学金 

授業料 

（年額） 

教育 

充実費 

（年額） 

学費 

（年額） 

医学研究

科 

博士課

程 
30,000 100,000 150,000 100,000 250,000 

薬学研究

科 

博士課

程 
30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

看護学研

究科 

博士前

期課程 
30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後

期課程 
30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

リハビリ

テーショ

ン科学研

究科 

修士課

程 
30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後

期課程 
30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

※学費：授業料と教育充実費の合計 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合があ

る。 

別表１ 単位（円） 

研究科名 課程 
入学 

検定料 

区分 

入学金 
授業料 

（年額） 

教育充実

費 

（年額） 

区分合計 

医学研究

科 

博士課

程 
30,000 100,000 150,000 100,000 350,000 

薬学研究

科 

博士課

程 
30,000 100,000 400,000 100,000 600,000 

看護学研

究科 

修士課

程 
30,000 100,000 400,000 100,000 600,000 

リハビリ

テーショ

ン科学研

究科 

修士課

程 
30,000 100,000 400,000 100,000 600,000 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合があ

る。 
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兵庫医科大学研究科教授会規程 

（目的） 

第 1 条 この規程は、大学院学則第１１条第５項の規定に基づき、研究科教授会に関する

必要な事項を定める。 

（構成） 

第 2 条 研究科教授会は、大学院学則第１１条第２項に基づき、以下の者をもって構成す

る。 

１ 医学研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。ただし、臨床教授

及び教育教授等は、この専任の教授には含まれないものとする。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の各教授会は、研究科

長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもって

構成する。 

（審議） 

第 3 条 研究科教授会は、大学院学則第１１条第３項に基づく事項を審議し、学長に意見

を述べるものとし、同条第４項に基づき学長及び研究科長の求めに応じて、意見を述べる

ことができる。 

（議長・招集） 

第 4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。 

② 研究科長に事故があるときは、研究科長があらかじめ指名した者がこれを代行する。

③ 研究科教授会を招集するには、あらかじめその目的である事項を文書で通知する。

ただし、急を要するときはこの限りでない。 

④ 議長は、研究科教授会の運営等について、学長と事前協議するものとする。

（開催） 

第 5 条 研究科教授会は、原則として月１回定例開催する。ただし、必要あるときは随時

開くことができる。 

（定足数） 

第 6 条 研究科教授会は、第２条に規定する構成員の過半数が出席しなければ、これを開

くことができない。 

② 次の各号のいずれかに該当する者は、特別な定めがある場合を除き構成員の総数から

除外する。 

1 引続き２月以上にわたり研究科教授会に出席することができないと認められる者 

2 海外に出張中の者 
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（研究科教授会構成員以外の出席） 

第 7 条 議長は、必要に応じて構成員以外の教職員を出席させ、説明又は意見を述べさせ

ることができる。 

② 前項にかかわらず、学長は、重要事項について必要に応じて研究科教授会に出席し、

意見を述べることができる。 

（議事録） 

第８条 研究科教授会の議事については、議事録を作成し、研究科教授会構成員の確認を

得なければならない。 

（各種委員会の設置） 

第９条 研究科教授会は、必要に応じて、各種の委員会を置く。 

② 委員会に関する規程は、別に定める。

（役員会への報告） 

第１０条 学長は、常務会、理事会に必要に応じて研究科教授会審議事項等を報告する。 

（事務） 

第１１条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

（改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。 

附 則 

この規程は、平成２７年５月１９日から施行する。 

  附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正は、２０２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、２０２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、２０２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この改正は、２０２４年４月１日から施行する。 
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